
　水道法（昭和32年法律第177号）第25条の３の２第４項の規定において準用する同法第25条の３第２項の規定により、

小海町指定給水装置工事事業者の指定を次のとおり更新した。

令和３年１月８日

小海町長　黒澤　弘

指定番号 氏名又は名称 所在地 代表者氏名 指定年月日 指定の有効期限

第20号 黒澤設備 小海町大字小海3205番地 黒澤　貴志 令和３年１月８日 令和８年９月29日


